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法人番号

住所又は
所在地

氏名又は
名称

代表者職氏名

特 別 徴 収 税 額 の 納 期 の 特 例 に 関 す る 申 請 書

令和○○年○○月○○日提出

徳島市長　殿 ①

〒７７０－８５７１
徳島県徳島市幸町２丁目５番地

② 特 別 徴 収 指 定 番 号
（指定番号がない場合は空白とする）

④ 電 話 番 号株式会社　徳島市

代表取締役　徳島　太郎

088－621－5079

6 1 2

7月１０日納期分）以降の支給に係る給与所得及び退職所得に対する特別徴収税額

1 2 3

　徳島市市税賦課徴収条例第３５条の５の２（同条例第３７条の６の２において準用する場合を含む。）に規定する特別徴収税額の納期の特例の適用を受けたいので、同条例第３５条の５の３の規定により
承認の申請をします。

4 5 6 7 8 9③ 0 1 2 3

令和 8 年 5

令和 8 年 4

　特例の適用を受けようとする税額 令和 8 年 6

2 月

5 1,000,000

100,000 100,000

月

5 1,000,000

令和 8 年

1 月

5 1,000,000

100,000 100,000

月

5 1,000,000

令和 8 年

5 1,000,000

100,000 100,000

⑦ 　市税滞納の有無 有  　  ・    　無 滞納の理由
※

市

処

理

欄

番 号 確 認

1,000,000

令和 7 年 12 月令和 8 年 3 月

5

⑥

　申請の日前６ケ月間の各月末の給与
の支払いを受ける者の人員及び各月
の支払い金額

　※常時雇用人数を記入し、臨時雇用
は別記のこと。

未　　　・　　　済

⑧
　申請の日前１年以内に納期の特例に
ついてその承認を取消されたことがあ
る場合

取 消 を 受 け た 年 月 日 身 元 確 認 （ 本 人 ・ 代 理 人 ） 未　　　・　　　済

令和　　　  年　  　　月  　　　日 代 理 権 確 認 未　　　・　　　済

受付印
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⑶

⑷

⑸

⑷

⑸

⑹

⑼

申 請 に つ い て の 参 考 事 項

１．特別徴収税額の納期の特例の制度について ２．申請書の書き方

⑴ 　この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その者から給与所
得の支払いを受ける者の人数が常時１０人未満である特別徴収義務者です。

⑴ 　①欄には、申請者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場
合には本店又は主たる事務所の所在地及び法人名並びに代表者氏名をそれ
ぞれ記入して下さい。ただし、個人の住所地又は法人の本店若しくは主たる事
務所以外の事務所又は事業所等で市県民税の特別徴収及び行っている者が
申請者である場合には、その事務所又は事業所等の所在地及び名称並びに当
該事務所等の責任者氏名を記入して下さい。

　（注）「常時１０人未満」というのは、常に１０人に満たないということであって、
多忙な時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を
除いた人数が１０人未満であることです。

６月から１１月までの支給分 １２月１０日まで 　④欄には、連絡に便利な電話番号を記入して下さい。

１２月から翌年の５月までの支給分 翌年６月１０日まで 　⑤欄には、特例の適用開始を希望する年月を記入して下さい。

⑵ 　⑴に該当する特別徴収義務者がこの特例の規定の適用を受けようとする場
合には、市長に申請し、その承認を受けなければなりません。

　②欄には、すでに市長から通知されている「特別徴収指定番号」を記入して下
さい。指定番号がない場合は「新規」に○をして下さい。

⑶ 　この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払いに係る給与
所得及び退職所得から特別徴収した市県民税額は、それぞれ次に掲げる期限
までに納入することになります。

　③欄には、法人の場合は１３桁の法人番号を記入して下さい。

　（注）また、この承認を受けても、遅納したり、納入を遅延したりするとこの特例
の承認を取消されることがありますから特にご注意願います。

⑻ 　⑧欄には、申請書を提出しようとする日以前１年以内において特例の却下若
しくは取消の通知を受けている場合には、その年月日を記入して下さい。

　※印の欄には記入しないで下さい。

　納期の特例について承認を受けていた者は、その者から給与所得の支払い
を受ける者が常時１０人以上となった場合には、その旨を遅滞なく市長に届け
出なければなりません。

⑹ 　⑥欄には、申請の日前６ヶ月間の各月末の人員と各月の給与の金額（賞与等
の臨時給与の金額を含みます。）を記入して下さい。この場合において、臨時の
勤務者があるときは、その人数及び金額を（　）内に記入して下さい。

　滞納や著しい納入遅延があるような場合には、その特例の承認を受けられな
いことがあります。

⑺ 　⑦欄には、徳島市に納める税金に滞納若しくは遅延がある場合には「有・無」
欄の有を○で囲み、その理由を記入して下さい。ない場合には、無を○で囲ん
で下さい。

　申請書が却下された場合には、書面により申請書の提出があった日の翌月
末日までに通知があります。


